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EUとアメリカ間のデータ・プライバシー・フレームワーク（DPF）に続き、新たに、企業間のデー
タ移転を合理化する、大西洋をまたぐブリッジが構築された。

7月、欧州委員会は、EUとアメリカ間のDPFについて、待望されていた十分性認定（adequacy
decision）を行った。2023年9月21日、英米両政府は、DPFの「UK Extension」を構築したと発表
した。

このUK Extensionによって、イギリスの組織は、国際データ移転協定（IDTAs）などの追加の保護
措置を講じなくとも、UK Extensionの認証を受けたアメリカ企業に個人データを移転することがで
きるようになる。UK Extensionは「データブリッジ」とも呼ばれ、2023年10月12日に発効する。

DPFと同様、連邦取引委員会（Federal Trade Commission）や運輸省（Department of
Transportation）の管轄下にあるアメリカの組織は、UK Extensionの認証を受けることができる。認
証を受けるためには、イギリスの組織であっても、アメリカの組織であっても、プライバシーポリ
シーの更新やデータ主体者に対する救済措置の採用など、一定の措置を講じることが必要となる。
DPFの拡張版であるUK Extensionには、DPFとは別途加入することができないため、UK Extension
への加入を希望する組織は、EUとアメリカ間のDPFにも参加し規則を遵守しなければならない。

アメリカの商務省（Department of Commerce）は、DPFと共に、UK Extensionを管理する。DPFで
認証を受けているアメリカの組織は、オンラインDPFアカウントで、UK Extensionを追加するオプ
ションを選択することで、イギリスからのデータをカバーする形で認証を拡張することができる。

イギリス政府は、説明書、ファクトシート、関連するアメリカのプライバシー保護措置の詳細な分
析書を含む、UK Extensionについての一連の参考文書を公開した。UK Extensionの発表は、大統領
令14086に基づき、アメリカがイギリスを「適格国家（qualifying state）」として指定した後に行
われた。この指定により、イギリスのデータ主体者は、（どのような方法であっても）個人データ
がアメリカに移転した場合、アメリカで新たに確立された救済措置を利用することができるように
なった。

DPFは、個人データの保護が不十分と考えられていたアメリカの監視法（surveillance law）との明
らかなギャップに対応するために設計されたものである。イギリスは、現在、UK Extensionに従っ
てデータが移転した場合には、イギリスのデータ主体者が、適切な保護（すなわち、イギリス国内
で受けられるのと同等の保護）を受けることを認めている。
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DPFやUK Extensionの認証を受けていない組織であっても、IDTAsや拘束力のある会社規則など、他
の移転方法を利用することができる。イギリスの組織は、UK Extensionに基づいてアメリカにデー
タ移転する場合、データ移転影響評価（DTIAs）を実施する必要はなくなる。しかし、イギリス政
府は、他の方法によってアメリカにデータ移転した場合にも依然としてDTIAsを実施する必要があ
るのかについては示していない。ガイダンスが明確になるまでは、アメリカにおけるデータ保護に
関するイギリス政府の見解を考慮しつつ、引き続き簡易なDTIAsを準備するのが賢明である。

EUとアメリカ間のDPFは既に法的課題に直面し始めており、今後のUK Extensionの有効性にも影響
を与える可能性がある。イギリスのデータ規制当局や情報コミッショナー事務局（Information
Commissioner’s Office）は、UK Extensionは「忘れられる権利（right to be forgotten）」と「実質
的に同等の権利」を含んでいないため、適切に保護措置が行われなければ、イギリスのデータ主体
者に何らかのリスクが生じる可能性がある点など、いくつかの具体的な点に言及しており、UK
Extensionの安全性を限定的にしか保証していない。そのような懸念があるとしても、アメリカとイ
ギリス間でのデータ移転に関するUK Extension手続を行うことによって、企業は、国境を越えて簡
単にデータを移転させることができるようになる。

この記事は英文の記事の要約版となります。また、この記事はJenner & Blockニュースレターに掲
載されています。
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